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 令和５年余市町議会第２回定例会会議録（第１号） 

 

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 １時５０分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  令和５年６月２０日（火曜日）       

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     会              

  令和５年６月２０日（火曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ３番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 土 屋 美奈子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 内 海 博 一 

      〃      ６番 庄   巖 龍 

      〃      ７番 山 本 正 行 

      〃      ９番 岸 本 好 且 

      〃     １０番 彫 谷 吉 英 

      〃     １１番 茅 根 英 昭 

      〃     １２番 近 藤 徹 哉 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 白 川 栄美子 

      〃     １７番 寺 田   進 

      〃     １８番 伊 藤 正 明 

 

 〇欠 席 議 員  （０名）        

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  齊 藤 啓 輔 

    副    町    長  渡 邊 郁 尚 

    総  務  部  長  髙 橋 伸 明 

  総 務 課 長  越 智 英 章 

  財 政 課 長  髙 田 幸 樹 

  税  務  課  長  庄 木 淳 一 

  民 生 部 長  篠 原 道 憲 

  福 祉 課 長  大 平 直 規 

  子育て・健康推進課長  中 島 紀 孝 

  保 険 課 長  小 黒 雅 文 

  環 境 対 策 課 長  大 森 直 也 

  総 合 政 策 部 長  阿 部 弘 亨 

  政 策 推 進 課 長  橋 端 良 平 

  農 林 水 産 課 長  奈 良   論 

  商 工 観 光 課 長  原 田 孝 嗣 

  建 設 水 道 部 長  千 葉 雅 樹 

  建 設 課 長  成 田 文 明 

  まちづくり計画課長  北 島 貴 光 

  下 水 道 課 長  樋 口 正 人 

  水 道 課 長  紺 谷 友 之 

  会計管理者（併）会計課長  須 貝 達 哉 

  農業委員会事務局長  濱 川 龍 一 

  教 育 委 員 会 教 育 長  前 坂 伸 也 

  教 育 部 長  浅 野 敏 昭 

  学 校 教 育 課 長  内 田 真樹子 

  社 会 教 育 課 長  中 島   豊 
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  選挙管理委員会事務局長 
               石 川 智 子 
  （併）監査委員事務局長 
 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  羽 生 満 広 

  書         記  寒河江 美 桜 

  書         記  山 内 千 洋 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 議案第 １号 令和５年度余市町一 

      般会計補正予算（第２号）     

  第 ４ 議案第 ２号 令和５年度余市町介 

      護保険特別会計補正予算（第１号） 

  第 ５ 一般質問             

                              

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和５年余

市町議会第２回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案５件、

報告３件、他に一般質問と議長の諸般報告です。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号12番、近藤議員、議席番号13番、安

久議員、議席番号14番、大物議員、以上のとおり

指名いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇16番（白川栄美子君） 令和５年余市町議会第

２回定例会開催に当たり、昨日午前10時より委員

会室におきまして議会運営委員会が開催されまし

たので、その審議経過並びに結果につきまして私

からご報告申し上げます。 

 委員７名の出席の下、さらに説明員として渡邊

副町長、髙橋総務部長、越智総務課長の出席があ

りましたことをご報告申し上げます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案５件、

報告３件、一般質問は５名によります５件、他に

議長の諸般報告でございます。 

 会期につきましては、本日より６月22日までの

３日間と決定いたしましたことをご報告申し上げ

ます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、議案第１号 令和５年度余市町一般

会計補正予算（第２号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第４、議案第２号 令和５年度余市町介護

保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第５、一般質問は、５名による５件です。 

 日程第６、議案第３号 余市町特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例案につきまし

ては、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第７、議案第４号 余市町家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例案につきましては、即決にてご

審議いただくことに決しました。 

 日程第８、議案第５号 余市町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例案につきましては、即
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決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第９、報告第１号 繰越明許費繰越計算書

についてにつきましては、即決にてご審議いただ

くことに決しました。 

 日程第10、報告第２号 株式会社北後志第一清

掃公社の第46期（令和４年度）経営状況の報告に

ついてにつきましては、即決にてご審議いただく

ことに決しました。 

 日程第11、報告第３号 株式会社まほろば宅地

管理公社の第12期（令和４年度）経営状況の報告

についてにつきましては、即決にてご審議いただ

くことに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から22日まで

の３日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から22日まで

の３日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 初めに、６月15日、札幌市において北海道町村

議会議長会の第74回定期総会が開催され、会務報

告の承認、各地区管内議長会提出案件の採択等を

行った後、お手元に配付の決議を採択し、終了し

たことをご報告申し上げます。さらに、同日後志

町村議会議長会臨時総会が開催され、令和４年度

の事業報告並びに歳入歳出決算認定についてそれ

ぞれ承認をし、終了いたしたことをご報告申し上

げます。 

 なお、詳細につきましては、関係書類を事務局

に保管してありますので、必要な場合ご覧いただ

きたいと思います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、議案第１号 令

和５年度余市町一般会計補正予算（第２号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（齊藤啓輔君） ただいま上程されました

議案第１号 令和５年度余市町一般会計補正予算

（第２号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたしました補正予算につきまして

は、令和４年度の歳入歳出確定に伴い、翌年度へ

繰り越すべき一般財源を差し引いた令和５年度へ

の繰越金が３億8,265万6,745円と確定したことか

ら、法令に基づく財政調整基金への積立金と国の

令和４年度予算予備費において増額となりました

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援分と

して実施を計画しております各種事業の中で早期

に実施が必要な事業の補正計上、さらにデジタル

田園都市国家構想交付金の採択を受けて実施する

円山公園サテライトオフィス・テレワーク拠点整

備事業の補正計上でございます。 
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 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、寄附に伴う積立

金とアイヌ政策推進事業に係る関連経費の補正計

上を行ったものであります。 

 民生費におきましては、利用件数の増加に伴う

子育て短期支援事業委託料の補正計上を行ったも

のであります。 

 商工費におきましては、再生可能エネルギー導

入事業に係る関連経費の補正計上を行ったもので

あります。 

 土木費におきましては、町内湯内漁港線の道路

のり面対策に係る調査設計委託料、峠下川護岸補

修に係る調査設計委託料の補正計上を行ったもの

であります。 

 教育費におきましては、日本海事科学振興財団

の助成金を活用して実施する海の学びミュージア

ムサポート事業に係る関連経費の補正計上を行っ

たものであります。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国庫支出金等の特定財源に求める

とともに、必要となる一般財源については繰越金

に求め、歳出との均衡を図ったものであります。 

 この結果、今回の補正予算額４億9,163万

1,000円を既定予算に追加した予算総額は103億

426万円と相なった次第であります。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算第２号

についてその概要をご説明申し上げましたが、詳

細につきましては担当課長よりご説明申し上げま

すので、よろしくご審議、ご決定賜りますようお

願い申し上げます。 

〇財政課長（髙田幸樹君） 議案第１号 令和５

年度余市町一般会計補正予算（第２号）。 

 令和５年度余市町の一般会計の補正予算（第２

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ４億9,163万1,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ103億426万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地

方債補正」による。 

 令和５年６月20日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 歳出からご説明申し上げます。４ページをお開

き願います。下段でございます。３、歳出、２款

総務費、１項総務管理費、４目財産管理費、補正

額２億2,428万7,000円、24節積立金２億2,428万

7,000円につきましては、決算剰余金のうち法令に

基づく財政調整基金積立金２億円と寄附による余

市町ふるさと応援寄附金基金積立金2,428万

7,000円の補正計上でございます。 

 ５目企画費、補正額643万4,000円につきまして

は、アイヌ政策推進事業の補正計上でございます。

内訳といたしまして、12節委託料168万8,000円に

つきましては、アイヌ文様車両運行事業委託料

144万8,000円、アイヌ文化関連施設周遊事業委託

料24万円の補正計上でございます。17節備品購入

費474万6,000円につきましては、車両購入に係る

補正計上でございます。 

 15目新型コロナウイルス対策事業費、補正額１

億3,258万4,000円につきましては、国の新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業に

おける電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地

方交付金の増額、拡充に伴う低所得世帯支援及び

エネルギー、食料品価格等の物価高騰に対する支

援に係る事業のほか、学校保健特別対策事業に係

る補正計上でございます。内訳といたしまして、

１節報酬 235万 5,000円、３節職員手当 209万

5,000円、４節共済費39万5,000円、８節旅費３万

2,000円につきましては、低所得世帯支援に係る事

務費の補正計上でございます。10節需用費148万
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2,000円につきましては、同じく低所得世帯支援に

係る事務費として消耗品費30万1,000円と印刷製

本費10万1,000円のほか、学校保健特別対策事業に

係る消耗品費100万円の補正計上でございます。

11節役務費142万8,000円、12節委託料180万円につ

きましては、低所得世帯支援に係る事務費の補正

計上でございます。18節負担金補助及び交付金１

億2,299万7,000円につきましては、電力・ガス・

食料品等価格高騰重点支援といたしまして、農業

・漁業・水産加工業エネルギー価格高騰対策支援

事業助成金1,500万円、学校給食費保護者負担軽減

助成金494万7,000円の補正計上と低所得世帯支援

といたしまして、低所得世帯緊急支援給付金１億

305万円の補正計上でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費、

補正額47万3,000円、12節委託料47万3,000円につ

きましては、利用件数の増加に伴う子育て短期支

援事業委託料の補正計上でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、補

正額3,606万円、７節報償費９万円につきまして

は、再生可能エネルギー導入推進検討会有識者報

償金の補正計上でございます。８節旅費33万円に

つきましては、再生可能エネルギー導入推進検討

会開催に係る費用弁償３万円と先進地視察に係る

普通旅費30万円の補正計上でございます。12節委

託料3,564万円につきましては、再生可能エネルギ

ー導入調査委託料の補正計上でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋

りょう維持費、補正額1,980万円、12節委託料

1,980万円につきましては、町道法面対策調査設計

委託料1,540万円と町道法面立木伐採委託料440万

円の補正計上でございます。 

 ８款土木費、３項河川費、１目河川総務費、補

正額1,900万円、12節委託料1,900万円につきまし

ては、河川護岸補修調査設計委託料の補正計上で

ございます。 

 次のページをお開き願います。８款土木費、５

項都市計画費、２目公園管理運営事業費、補正額

5,090万円につきましては、円山公園サテライトオ

フィス・テレワーク拠点整備事業に係る工事請負

費4,319万円と17節備品購入費771万円の補正計上

でございます。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

補正額55万円、17節備品購入費55万円につきまし

ては、寄附に伴います一般学校用備品の補正計上

でございます。 

 10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、

補正額45万円、17節備品購入費45万円につきまし

ては、寄附に伴います一般学校用備品の補正計上

でございます。 

10款教育費、４項社会教育費、６目水産博物館

費、補正額12万1,000円、10節需用費12万1,000円

につきましては、水産博物館施設の修繕に係る補

正計上でございます。 

７目文化財総務費、補正額97万2,000円、内訳と

いたしまして８節旅費48万4,000円と10節需用費

48万8,000円のうち消耗品費15万8,000円につきま

しては、海の学びミュージアムサポート事業に係

る経費のほか、修繕費33万円につきましては文化

財施設の修繕に係る補正計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

３ページをお開き願います。２、歳入、15款国庫

支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、

補正額１億6,218万3,000円、１節総務費国庫補助

金１億6,218万3,000円につきましては、デジタル

田園都市国家構想交付金2,545万2,000円、アイヌ

政策推進交付金514万7,000円、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金１億3,158万 

4,000円の補正計上でございます。 

 ２目民生費国庫補助金、補正額13万5,000円、２

節児童福祉費国庫補助金13万5,000円につきまし

ては、子ども・子育て支援交付金の補正計上でご

ざいます。 

 ５目教育費国庫補助金、補正額50万円、１節小
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中学校費国庫補助金50万円につきましては、学校

保健特別対策事業費補助金の補正計上でございま

す。 

 ６目商工費国庫補助金、補正額3,606万円、１節

商工費国庫補助金3,606万円につきましては、エネ

ルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金の

補正計上でございます。 

 16款道支出金、２項道補助金、２目民生費道補

助金、補正額13万5,000円、２節児童福祉費道補助

金13万5,000円につきましては、子ども・子育て支

援交付金の補正計上でございます。 

 18款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額2,428万7,000円、１節総務費寄附金2,428万

7,000円につきましては、1,337件の余市町ふるさ

と応援寄附金2,428万7,000円の補正計上でござい

ます。 

 ３目教育費寄附金、補正額100万円、１節教育費

寄附金100万円につきましては、余市建設業協会様

からの小中学校備品購入寄附金100万円の補正計

上でございます。いずれもご寄附をいただいた方

のご意向に沿った予算措置をさせていただいたも

のでございます。 

 19款繰入金、４項余市町ふるさと応援寄附金基

金繰入金、１目余市町ふるさと応援寄附金基金繰

入金、補正額2,544万8,000円、１節余市町ふるさ

と応援寄附金基金繰入金2,544万8,000円につきま

しては、円山公園サテライトオフィス・テレワー

ク拠点整備事業に伴う繰入金の補正計上でござい

ます。 

 次のページをお開き願います。20款繰越金、１

項繰越金、１目繰越金、補正額２億698万3,000円、

１節繰越金２億698万3,000円につきましては、必

要となる一般財源の補正計上でございます。 

 21款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額50万

円、１節雑入50万円につきましては、海の学びミ

ュージアムサポート事業助成金の補正計上でござ

います。 

 22款町債、１項町債、４目緊急自然災害防止対

策事業債、補正額3,440万円、１節緊急自然災害防

止対策事業債3,440万円につきましては、河川護岸

補修事業債1,900万円と町道法面対策事業債

1,540万円の補正計上でございます。 

 次に、地方債補正につきましてご説明申し上げ

ます。２ページをお開き願います。上段でござい

ます。第２表、地方債補正につきましては、起債

事業の追加と起債限度額の変更に伴う補正でござ

います。１、追加、起債の目的、町道法面対策事

業債、限度額1,540万円、起債の方法、普通貸借又

は証券発行、利率、5.0％以内（ただし、利率見直

し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金

融機構資金について、利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の利率）、償還の方法、

償還期限、据置期間を含め30年以内とし借入先が

定める償還方法による。ただし、財政の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮若しくは繰上償還

又は低利に借換することができる。償還財源、一

般歳入金、その他、起債の借入については借入先

の融資条件による。 

２、変更、起債の目的、河川護岸補修事業債、

補正前限度額1,700万円、補正後限度額3,600万円。 

 以上、議案第１号の提案理由につきましてご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 議事の取扱い上、議員協議会開催のため暫時休

憩します。 

休憩 午前１０時２２分 

                              

再開 午前１１時３５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ただいま議題となっております議案第１号につ

いてこれより質疑を行います。 
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〇14番（大物 翔君） 先ほど議員協議会のほう

でもいろいろ聞きました。その結果、分かったこ

とは消費者対策、一般生活者支援というものにな

かなか予算を振り分けることが今回できなかった

のだと。特に事業者が今エネルギー価格関係が高

騰して、悲鳴上げている関係があるから、限られ

た予算をそちらに振るのだと。それは分かるので

す。そして、その中で私も指摘しましたけれども、

では今回の支援政策に全て該当しないケースはど

のぐらいあるのかと、カバー率はどのぐらいかと

いったら、それは分からぬと。それもいいでしょ

うと。ただ、現実にそういう人たちはたくさんお

るわけです。お金が足りない、かといって自分た

ちの財布から出すこともできないというのであれ

ば、全然足りないから、国はもっと金を出しなさ

いと言うか、国の責任において政策ちゃんとやっ

てくださいと、この２択しかないわけです。これ

までやってきた物価高騰だとかエネルギー高騰の

中で、先ほどの議員協議会の中でも、水道料金の

減免をやったけれども、不公平ではないかという

指摘があったというふうに発言されていた方もい

たと思うのです。私のところにも同様の指摘は来

ております。実は１つ私も町民の皆さんに謝らな

ければならぬなと思っているのが、全世帯に水道

料金を軽減しますというふうに前回言ったときに

私は全部のおうちに対して何らかの支援をするの

かなと思っていたらば、マンションとかで貯水槽

を持っているタイプの住宅に住んでいらっしゃる

方だと、結局事業者さんと町との契約という関係

になるものだから、住まわれている方にその分の

支援がいくかいかないかというのは結局大家さん

の胸三寸になってしまっているところがあるので

す。また、水道を実際に使っていないで生活して

いる方にもこの間の支援政策というのは行き渡る

ことが残念ながらなかったわけです。そうしたこ

とを考えていけば、そうした方々だって物価高騰

で苦しんでいるわけだ。そして、前回の水道料金

支援をやった際には残念ながらそこに支援をする

ことはできなかったわけだとするならば、せめて

その恩恵に浴させることができなかった人たちに

支援をしてあげると。私は、これが本来の公平と

いう観点なのかなというふうに考えるのです。ど

んな政策を打っても必ず完全公平というものには

なかなかならないのだけれども、それを分かった

上でなるべく不公平をなくしていこうと思った

ら、そういう支援だって後ればせながらやる必要

があるのではないかと。まして今現在一般の生活

者向けの支援というのはなかなか予算不足ででき

ませんと言っているのであれば、前回やったとき

にちょっと取り残すことになってしまった人たち

に手を打つというのは一つありなのではないかと

考えるのですが、その辺りどうでしょう。 

〇総務部長（髙橋伸明君） 14番、大物議員のご

質問にご答弁申し上げます。 

 ご答弁になるかどうかちょっと分かりませんけ

れども、これまでの町の支援施策の中で該当にな

らなかった方々に対する支援もすべきではないか

という部分のご指摘でございます。そういったご

指摘の部分は十分理解はできるのですが、これま

でも国がやってきた政策の中でも支援されてきた

部分ございますし、それが十分ではないというこ

とではあろうかと思いますが、町といたしまして

も、先ほど来の重複になりますが、限られた財源

の中でいかに効率よく町内の方々に対する、個人、

事業者通じて、その時点での一番いい方法がこう

であろうという形でご提案を申し上げさせていた

だいたところでございます。今回につきましても

個人につきましては低所得者世帯ということでご

ざいますが、その他事業者等を通じまして間接的

に町内の経済に好影響が、好影響までいかないか

もしれませんけれども、支援をすることによって

町内経済の下支えですとか、そういった部分で町

民全体への波及効果を望んで予算を計上させてい

ただいたところでございますので、ご理解いただ
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きたいと思います。 

〇14番（大物 翔君） 少なくとも今時点で私が

先ほど指摘した後ればせながらの政策は今回はし

ないよということは、できないのだよということ

は理解しました。では、今後どうしますかと、そ

こだけ確認。今後何らかの形でやりますという腹

で見ていらっしゃるのか、いやいや、そのときの

判断だから、それはそれですからということでそ

の話は終わらせてしまうものなのか、それだけ確

認したい。 

〇副町長（渡邊郁尚君） 14番、大物議員の再度

のご質問に私のほうから答弁させていただきたい

と思います。 

 今回こういったコロナの問題、物価高騰の問題、

近年いろいろな部分でかなり目まぐるしいように

情勢が変わっているのが現実でございます。我々

行政側といたしましては、こういった部分は常に

最新の情報、または綿密な今後の予測等を立てな

がら、そのときに一番効果的な手法、いわゆる町

民の福祉向上のために一番効果のある施策を推進

していくという立場で臨んでまいりたいというふ

うに考えてございます。 

〇14番（大物 翔君） 副町長にお尋ねしますけ

れども、つまりそのとき一番いいと思ったらやる

けれども、今のところやるつもりはないからねと、

そういう発言でいいのかな。今後考えていきます、

でもそれが最善の時期に来るかどうかちょっと分

からないけれどもということなのか、取り残され

た形になってしまった人たちに何かしてあげまし

ょうよという話を私はしているのです。だから、

そのとき町が判断した効率的な政策を実行してい

った結果、残ってしまった人たちに対してはその

ままでいいのですかというふうに私は聞いている

のです。 

〇副町長（渡邊郁尚君） 14番、大物議員の再度

の質問に答弁させていただきたいと思います。 

 残ってしまった人といいますか、前に当たらな

かったから次当たるのだとかと、そういう問題で

はないと思っていて、やはりその情勢によってい

わゆる弱い立場に置かれている人、住民の方々が

おられるというのは当然出てくると思います。そ

ういった部分で行政としてはそこは地域の中でい

かに、住民福祉の向上というのが最大の使命でご

ざいますから、そこをやはり念頭に置きながら、

限られた財源の問題もございますが、その中で施

策を進めていく、そういう立場でございます。 

〇２番（吉田 豊君） 一番最後のページ、投資

的経費の中で円山公園サテライトオフィス・テレ

ワーク拠点整備事業、少し詳しくこれを説明して

いただきたいと思っています。投資的経費なので、

いわゆる条例との整合性はきちんと図られている

のか、そこも併せてちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

〇建設課長（成田文明君） ２番、吉田議員のご

質問に答弁申し上げます。 

 円山公園ふれあい交流施設につきましては、利

便性の向上を目的として、まず昨年度、令和４年

度につきましては新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金を活用し、施設内の美観整備

等を実施させていただいたところでございます。

今年度につきましては、デジタル田園都市国家構

想交付金を活用し、多目的ホールを含めＷi―Ｆi

環境を整備し、サテライトオフィス的な施設の活

用を図ることでさらなる利便性の向上に努めたい

と考え、整備に係る工事請負費並びに備品購入費

につきまして計上させていただいたところでござ

います。 

 条例との整合性につきましてでございますが、

円山公園ふれあい交流施設設置条例という条例が

ございまして、この中で緑化情報の提供と展示Ｐ

Ｒ業務に関することでありましたり、施設を利用

した世代間交流についてもうたわれてございま

す。そういった条例の趣旨に反しないような活用

を図っていかなければならないのは当然のことで
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ございますが、世代間交流を図るにつきましても

やはり施設の利便性の向上を図った中で利用者を

増やす、そういった部分が重要かなと思ってござ

います。そういった意味で利用者が増えることに

よって大きい意味での世代間交流を推進されてい

かれるのかなというふうに考えてございますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇２番（吉田 豊君） 施設の活用を図っていく

ということはすごくいいことだし、条例とか規則

にも整合性があるのだということはそれも理解は

できますけれども、この円山公園というのはいわ

ゆる国庫補助入っている、そういうところなので

す。国庫補助が入っているということは、基本的

に施設に新たに事業を展開したり、それから事業

の変更したり、事業を追加したり、あるいは条例

には沿っているけれども、条例から少しはみ出た、

いわゆる目的外、そういうものまで手を伸ばすと

いうことはいわゆる国の許可が必要だ。申請して、

許可行為をしなければ駄目なのだけれども、例え

ばいつもちょっと疑問に思っているのが、農道離

着陸場なんかでもいろいろ使っているけれども、

いわゆる国の金の入っているところの許可をきち

んと整理してやっていれば問題ないのだけれど

も、その辺を曖昧にして行政は進むということは

非常に危険性を帯びているので、その辺は許可の

問題とか、そういうものはないのか。 

〇建設課長（成田文明君） ２番、吉田議員の再

度のご質問でございます。円山公園ふれあい交流

施設につきましては、ご質問の中でございました

ように国の補助、交付金が入っているといいます

か、活用させていただいております。今回昨年度

来北海道の公園部局のほうに交付金の関係、あと

当町の条例関係も説明させていただいた中で、数

回にわたり相談し、助言をいただきながら進めて

いたところでございますので、ご理解を賜りたい

と存じます。 

〇17番（寺田 進君） 私のほうから８款土木費

の町道法面対策調査設計委託料の件で、湯内漁港

の道路ということでお伺いしました。これいつま

で委託事業、設計されるのかお伺いしたいのと、

その下の法面立木伐採事業がございます。これ漁

家団地１号線の山側だと思われますけれども、危

険だということで当然いち早く伐採をしていただ

ければと思いますが、伐採が行われて、山の保水

力が低下して、地滑りが起きやすくなるというの

はこれ定説であると思われます。あの部分は昭和

62年に小規模治山事業を行っておりますけれど

も、その後恐らく手がかかっていないと思われま

すが、当然行っていない道路に土砂が落ちてきて

いるという部分もかなり見受けられるような気が

します。また、防備隊までのここの山側一面は土

砂災害警戒区域に道のほうから指定されていると

思いますが、伐採とこの辺の土砂災害、また道の

警戒区域、この辺のことについてはどういう認識

を持っていらっしゃって、今後どのようにされよ

うとしているのか、そこを伺いたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 寺田議員に申し上げます

が、間もなく正午で、昼食時間の関係もあります

ので、答弁につきましては午後からといたします

ので、ご了承願います。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時５３分 

                              

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 午前中の寺田議員の質疑に対する答弁を求めま

す。 

〇建設課長（成田文明君） 17番、寺田議員のご

質問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目の町道法面対策調査設計委託料に

関するご質問でございます。当該業務につきまし

ては、令和５年度内の完了を予定しているところ

でございます。 
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 ２点目の町道法面立木伐採委託料の関係に関す

るご質問でございますが、議員ご指摘のとおり、

当該地域につきましては土砂災害特別警戒区域に

指定されております。そういった意味で、施工箇

所も急斜面でございますので、今回伐採する予定

の立ち木が斜面の保水に寄与している部分もござ

いますので、業務実施に当たりましては伐根しな

い手法で実施してまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。また、今後におきまし

ても当該斜面、道路用地のパトロールを実施して

いきまして、監視のほうを継続してまいりたいと

考えているところでございますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 令和５年度余市町一般会

計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決され

ました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、議案第２号 令

和５年度余市町介護保険特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保険課長（小黒雅文君） ただいま上程されま

した議案第２号 令和５年度余市町介護保険特別

会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由

をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算の内容につ

きましては、歳出において令和５年度への繰越金

が確定したことから、介護保険特別会計の今後の

財政需要等に対応するため、介護給付費準備基金

への積立てを行うものでございます。 

 また、歳入につきましては、必要となる一般財

源を繰越金に求め、収支の調整を行ったものでご

ざいます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 令和５年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第１号）。 

 令和５年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ7,470万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ25億6,028万9,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年６月20日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。２ペー

ジをご覧願います。下段でございます。３、歳出、

５款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付

費準備基金積立金、補正額7,470万円、24節積立金

7,470万円につきましては、繰越金のうち今後支出

が見込まれる国庫支出金及び道支出金等の返還金

などを差し引いた残額を介護給付費準備基金に積

立てを行うものでございます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げますので、
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上段をご覧願います。２、歳入、８款繰越金、１

項繰越金、１目繰越金、補正額7,470万円、１節繰

越金7,470万円につきましては、基金積立金に要す

る財源の補正計上でございます。 

 以上、議案第２号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 令和５年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

可決されました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時０７分 

                              

再開 午後 １時２０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、一般質問を行

います。 

 なお、一般質問は一問一答方式により実施しま

す。発言時間は、質問、答弁を含め45分以内の時

間制限となっており、持ち時間５分前にベルを鳴

らします。 

それでは、順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号13番、安久議員の発言

を許します。 

〇13番（安久莊一郎君） 2023年第２回定例会に

１件の一般質問を行います。 

 件名、補聴器購入の助成について。聞こえの問

題は、これまでも一般質問で取り上げてきました

が、前回の質問に対する町長の答弁は、国で一律

に制度を設計すべきものというものでした。この

間も自治体の施策として各地で実現しています。

高齢期を余市町民として暮らす人々の生活の質の

向上のため、そして全国の取組で国の制度として

実現を迫っていくためにいま一度質問させていた

だきます。 

 改めて聞こえにくさで困ることを挙げると、会

議で聞き返す、後ろから呼びかけられても気づか

ない、聞き間違いが多い、車の接近に気づかない、

家族にテレビの音量が大きいと言われる。数人の

会話で聞き取れないなどがあります。専門家は、

これらで困っていることが一つでもあれば補聴器

の使用を考えなさいとアドバイスしています。厚

生労働省は、令和２年度老人保健健康増進等事業

の一環として自治体における難聴高齢者の社会参

加等に向けた適切な補聴器利用とその効果に関す

る研究を行い、令和３年３月に調査結果と提言を

出しました。全国1,741自治体悉皆調査で、940自

治体から回答を得ています。提言では、自治体と

して取組を強化すべきこととして難聴を早期に発

見する仕組みをつくることが必要として、聴力検

査や高齢者が集まる場所での早期発見の仕組みの
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構築が急務としています。高齢者の難聴を放置す

れば会話が不十分となり、社会活動が減り、社会

的に孤立することになり、認知症や鬱が進行する

と言われています。脳が萎縮して、意欲が低下、

生産性が低下します。要介護度が高くなり、ある

いは死亡率も高くなり、医療費の支出が増えるこ

とになります。人として他人とのコミュニケーシ

ョンを取ることは重要なことです。コミュニケー

ションが取りにくいことは、人としての存在に関

わります。そこで、以下伺います。 

 １、加齢性難聴者の実態把握について。何事も

実態を把握することから始まります。厚生労働省

もさきの提言で難聴の早期発見の仕組みづくりを

求め、生活のしづらさなどに関する調査や国民生

活基礎調査の中に聞こえにくさの項目を入れてい

ます。余市町としては、早期発見のための実態把

握はどのように考えておられるのか。 

 ２、補聴器購入の余市町での助成について。補

聴器購入助成を始めた根室市の例を見てみます。

人口は約２万4,000人、2022年４月から助成を始め

ました。購入費のうち市民税課税世帯は２分の１、

非課税世帯は３分の２が給付限度額内で給付され

ます。限度額は片耳につき５万円、医師の意見書

があれば両耳給付、課税世帯で両耳購入の場合見

積価格が32万円とすると、市の給付額は10万円、

自己負担22万円となります。2022年11月18日時点

での給付実績は、補聴器両耳が31件、約310万円、

片耳購入は10件、50万円の計360万円です。市の担

当者は、当初の予想を超える利用で、事業効果の

高さを実感しているとのことです。根室市の経験

を参考にすれば、余市町でも町民への助成は可能

と考えるが、見解を伺います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁します。 

 １点目の加齢性難聴者の実態把握に関する質問

ですが、聴覚の障害により障害者手帳の交付を受

けている方は89名であり、そのうち補聴器の交付

者数は61名と把握しております。なお、聴覚の障

害認定を受けていない加齢性難聴の方々への実態

調査につきましては、現時点で調査を実施する予

定はありません。 

 ２点目の補聴器購入の余市町での助成に関する

質問ですが、補聴器購入の助成につきましては障

害者手帳をお持ちの方から申請を受け、北海道立

心身障害者総合相談所に判定を依頼し、必要な状

況と認められた方には支給券を交付し、原則１割

の自己負担で補聴器を購入することができます。

身体障害者手帳をお持ちでない方に対する支援に

ついては、国で一律に制度を設計すべきものと考

えておりますので、町独自の助成については現在

その考えはありません。 

〇13番（安久莊一郎君） 前回と同じ答弁で非常

に残念です。なぜこの場で最初実態調査を私が繰

り返し述べるかということですけれども、難聴の

場合に専門家によれば早めに補聴器等の対処をす

れば悪化を防げるということがあるのです。です

から、まず本人がこれ非常に気づかない、難聴と

いうことをなかなか気づけない性格の病気です。

ですから、ちゃんと検査を受けて、そして難聴で

あると、治療が必要であると、補聴器の利用をし

なくてはいけないということで難聴の進行を防

ぐ。先ほども述べましたけれども、難聴の進行は

人とのコミュニケーションが取りにくくなるわけ

です。ですから、コミュニケーションを取れない

ということになれば、人としての人権の問題にも

関わります。ですから、こう言っているのですけ

れども、先ほども前段で言いましたけれども、厚

生労働省の調査結果と提言というのがあります。

それは自治体に難聴を早期に発見する仕組みをつ

くることが必要ということを言っておりますけれ

ども、それも併せて、厚労省のそういう調査結果

と、それから提言、これについてはどのようにお

考えですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に
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答弁させていただきたいと思います。 

 安久議員におかれては令和２年、３年、４年と

毎回この質問をしていただいているわけでありま

す。今回最後かもしれないので、私も実は前向き

に本当に答えたいのですけれども、自治体の財政

を預かる身、そして自治体の戦略を立てる身とし

ては、先ほど申し上げたとおり、本件に関しては

厚労省がそういう提言をしているのであれば、国

として一律に制度を設計すべきというのが自治体

としての立場でございまして、財源が潤沢な自治

体であれば別の政策が可能かもしれませんが、限

られた財源をどう振り向けていくのかというの

は、私は将来に対して責任を持ってやる立場にご

ざいますので、現在国のほうで制度がない以上は

町として独自にやるつもりはないというのがこれ

まで令和２年、３年、４年と同じ回答になって、

安久議員、ライフワークとしてこれに取り組んで

おられることには非常に敬意を表すところであり

ますが、同じ回答になるということでございます。 

〇13番（安久莊一郎君） 考えていただくという

ことはいいのですけれども、これは国が制度とし

てやれば一番いいわけで、そのためにも今各自治

体、自治体独自の購入助成制度をやっているとこ

ろが増えています。道内でも増えております。ま

だ全体としては僅かな規模ですけれども、だけれ

どもそういうのをどんどん増やしていく。そして、

それが国の制度を動かしていくと。国も難聴の取

組が、認知機能との関係も研究しているわけです。

ですから、そういうときに余市町も国がやる前に、

まだできないときに独自でやって、国に圧力をか

けていくということが必要だと思うのです。 

 それと、国が制度をつくらない間、そうしたら

余市町民は難聴で苦しむ人はそのままで放置して

いいのかという問題があるのです。だから、町民

が困っている、それに対して、町として町民の苦

難に対して何かしらのまず前進をつくっていくと

いうことが大事だと思うのですけれども、それが

やっぱり地方自治体の役目ではないのですか。そ

れについてお聞きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 前回、前々回と同じことを言っていますけれど

も、難聴における補聴器の購入の助成については、

先ほどの答弁でもありますとおり、既に制度がご

ざいますので、そちらをまず使っていただいて、

補聴器購入をしていただくのがいいかというふう

に思っております。 

〇13番（安久莊一郎君） 補聴器の公的助成がで

きるのは、やっぱり重度の障害を持たれている方

なのです。加齢性難聴、高齢期の難聴については

軽度か中等度、この障害については、難聴につい

ては該当していないのです。ですから、こうやっ

て繰り返し要望しているわけです。難聴でこれだ

け困っている人が増えているものですから、やっ

ぱり実施する自治体が少しずつでも増えていっ

て、それが住民にとって助けとなっているわけで

すから、そこのところを考えていただきたいので

すけれども、何か検討するところまではいってい

ないのでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど私が答弁させていただいたとおり、安久

議員、ライフワークとして本件に取り組んでいる

ことに非常に敬意を表するところであります。し

かし、私が未来に向けて財源を預かる、余市町の

かじ取りを預かる身としては、どこに予算を振り

分けるか非常に考えながらやっているわけでござ

います。各自治体の横の状況を見ても940自治体調

査を行った例がありますが、実施しているのが

0.7％、７自治体で、それ以外は実施していないと

いう状態でございます。このように各地方自治体

に本件の実施を託すのではなくて、先ほど来申し

上げているとおり、国において一律に本件に関し

ては制度を設計すべきであるというふうに考えて
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いるわけです。 

〇13番（安久莊一郎君） 調査結果によってまだ

実施するところは非常に少ないと。ですから、こ

の厚労省の調査の結果と提言の中では、自治体が

この取組を早く進めなさいと、こう言っているわ

けです。ですから、その実態を、厚労省の提言も

それでは駄目であるということ言っているわけで

すから、だからそこのところを考えながら、実施

する自治体が一つでも毎年増えていくという実態

をよく考えて、その先頭にやっぱり余市町が立つ

と。これが高齢者にも優しい余市町をつくるとい

うことになるのではないかと思うので、ぜひそこ

を考えていっていただきたいと思います。 

 先ほどから予算の関係、これを実施するために

お金が、使い道がどうだ、余市町としては補聴器

購入にお金をまだ出せないということ言われたの

ですけれども、それで最近新たに、去年から始め

た根室市の例を挙げたわけです。先ほども言いま

したように、根室市では去年の４月から助成を始

めて、人口が約２万4,000人ですから、ちょうど余

市町が考えるのにもいい、適当な人口だと思いま

して、取り上げました。それで、そこにも出てい

ますけれども、市の担当者も当初の予想を超える

利用で、事業効果の高さを実感していると言って

いるのです。ですから、この根室市の経験、これ

は十分に検討すべき事例ではないかと思うので

す。だから、根室市でこれ補聴器購入について実

績として360万円なのです。それで、実際に市民税

の課税の方、市民税課税世帯で半分の助成ですけ

れども、それで給付額が10万円、自己負担が22万

円、やっぱりこれまだ自己負担が22万円というこ

とは非常に厳しいところなのですけれども、それ

でも何とか補聴器を使おうということでこれだけ

の人が補聴器を利用しているわけです。ですから、

できるところから、それは無理に財政破綻するよ

うなことはできないわけですから、財政の範囲内

で何とか一歩でも進むということをぜひ考えても

らいたいのですけれども、それについてはいかが

ですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 根室市の例に関しては、先ほど安久議員から

31件が両耳、片耳10件という話でしたけれども、

人口に関して言いますと余市町のほうが少ないで

すが、余市町の補聴器交付者は61名となっており、

こちらのほうが多いということを指摘しておきま

すのと、根室市と余市町では財政状況が全く異な

りまして、その辺も指摘しておきます。 

〇13番（安久莊一郎君） 実は根室市の財源、こ

れふるさと納税をまず使っているということなの

です。ふるさと納税使うのはいいか悪いかという

のは、私たちもそれを推奨するというわけにはい

かないと思うのですけれども、根室市としてはそ

こを考えて、財源として使っているわけです。だ

から、余市町もやっぱり真剣に補聴器購入、高齢

者ばかりでなくて、難聴で困っている人がいるわ

けですから、そのためにどこかから取っかかりを

つくって、進めていくと。初めは小さな規模かも

しれませんけれども、それを財政を見ながら、そ

れから難聴者の実態を考えながら少しでも進めて

いくということが、これは町長に考えていただき

たいことではないかと思うのですけれども、そこ

まではどうですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 根室市のふるさと納税は100億円ありますので、

それは潤沢な資金があるということでございま

す。余市町に関しては、先ほど来申し上げました

とおり、根室市よりも多くの方々が補助金によっ

て補聴器を買っているというような状況がござい

ますので、そちらのほうを有効活用していただけ

ばいいのと、繰り返しになりますが、国で一律に

制度を設計すべきだということを指摘しておくの

と、また財源に関しては例えば仮に500人の方々に
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全部支給したとしたら、財源的には１億円ぐらい

かかるわけでございまして、町の財政を預かり、

未来に向けて町の政策を立案していく者としては

町の一般財源によってこれを行うことはできない

という判断になります。 

〇13番（安久莊一郎君） 何億円という話は前回

もされたのですけれども、根室市の場合だって、

人口余市よりも多いところが360万円ですか、です

から余市町として実態をつかみながら、そしても

しこの制度をつくったときにどれぐらいの予算規

模になるか、適当かというのはやっぱり根室市で

も検討しているわけです。ですから、そこをまず

考えればいいことなので、実態がどうなるかとい

うことがやっぱり必要なことなので、だから実態

調査もしなさいということを訴えているわけで

す。そして、その下で、本当に難聴になると、私

もその例ですけれども、やっぱり先ほどいろいろ

困ることいっぱい言いましたけれども、生活上で

もコミュニケーションを取る上でも非常に難聴者

は困っているわけです。人の集まりに出ても話が

よく分からないということもあります。ですから、

ぜひ難聴者の苦しみ、これをまず理解していただ

きたい。そして、そのために余市町としてできる

こと、これはどんなことでもいいので、まず一歩

進めていただきたい。そこから話は始まるのでは

ないかと思うので、ぜひその取組に努めていただ

きたいと思いますけれども、最後にこれはどうで

すか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 冒頭申し上げたとおり、安久議員、ライフワー

クとして取り組んでおられるから、私としても前

向きな答弁をしたいとは思っているのですけれど

も、先ほど来申し上げているとおり、国で一律に

やるべきことなので、余市町としては現在は考え

ていないということであります。他方で、難聴者

の苦しみを分かっていないかといったらもちろん

分かっていて、できれば全ての方々が幸せに暮ら

せる社会の実現がもちろん国として、地域として

必要だと思いますが、そこは先ほど来いろいろな

議論がありますけれども、やはり予算の制限です

とか社会的な制約というのがあるわけなので、そ

の辺はかじ取りを任された身としてはどの方向に

いくのが一番社会の大多数を幸せにできて、地域

を未来に残していくかというのも常に考えながら

やっていくわけでございまして、今現時点では余

市町の予算においてやるということは今のところ

は考えられないという、最後にと言われたので、

前向きな答弁をしたいわけですけれども、そこは

ご理解のほうをいただければと思っております。 

〇13番（安久莊一郎君） 何とか前向きな答弁を

したいということで、それは分かりますので、ぜ

ひ検討していただきたいのです。ただ、ちょっと

町長の認識として、補聴器購入の公的助成、これ

は今受けている方は重度の方なのです。だから、

私みたいにまだ軽度、中等度の部分にはそれは当

たらないのです。だから、そのことを強く言って

いるのですけれども、それについてはいいですか。

助成ある人は重度の方なのです。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 本件は、先ほど来申し上げているとおり、難聴

が社会的な課題であると厚労省が提言して、自治

体がやりなさいと、安久議員がおっしゃるとおり、

そういう提言をするのであれば、やっぱりきちん

と厚労省も予算を用意してくださいということな

のです。そうであれば、自治体としても非常に政

策を導入しやすくなるということに尽きるかと思

います。この少子高齢化社会の中でどこに予算を

振り分けていくのかというのは本当に社会的な議

論の中で非常に難しいかじ取りを各自治体が取ら

なければならないわけでありますが、社会的な問

題として厚労省が認識しているのであれば、きち

んとそちらのほうに予算を振り向けて、国として
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制度設計していかないと、自治体としてはなかな

か厳しいものがあるというのが実態であります。

やりたくてもできないということがほとんどの自

治体ではないのかなというふうに思います。 

〇13番（安久莊一郎君） ぜひ前向きにこれから

も考えていっていただきたいと思って、これで私

の質問を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 安久議員の発言が終わり

ました。 

                       

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明21日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 １時５０分 
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